
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

100 ％

■卒業者に占める就職者の割合

※２

81.8 ％

（平成 27

13 名 9.9 ％

平成27年4月1日時点において在学者 131 名 （平成27年4月1日入学者を含む）

平成28年3月31日時点において在学者 118 名 （平成28年3月31日卒業者を含む）

日本工学院八王子専門学校

昭和62年3月27日 千葉　茂

〒192-0983

東京都八王子市片倉町1404番地1他

（電話） 042-637-3111

（別紙様式４）

平成28年10月31日

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

目

的

柔道整復師として必要な知識・技術の習得、および医療人としての人格の陶冶を目指す。

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人片柳学園 平成25年3月1日 片柳　鴻

〒144-8650

東京都大田区西蒲田5丁目23番22号

（電話） 03-3732-1111

医療 医療専門課程 柔道整復科

平成17年文部科学大臣

告示第30号

-

修業年限

全課程の修了に必要な

総授業時数又は総単位

数

講義 演習 実習

単位時間

生徒総定員 生徒実員 専任教員数 兼任教員数 総教員数

実験 実技

3 昼間

2715 2010 0 705 0 0

29

人

35

人

学期制度

■前期：4月1日～9月30日

■後期：10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：

■成績評価の基準・方法

180

人

110

人

6

人

授業日数の4分の3以上出席し試験を受験する。

Ｓ：90点以上　Ａ：80～90点

Ｂ：70～79点　Ｃ：60～69点

Ｄ：59点以下は不合格

Ｐ：単位認定

長期休み

■学年始：4月1日～

■夏　 季：8月1日～8月31日

■冬　 季：12月23日～1月9日

■学年末：3月21日～3月31日

卒業・進級

条件

進級要件

①各学年の授業日数の4分の3以上出席しているこ

と

②所定の授業科目に合格していること

③期日までに学費等の全額を納入していること

卒業要件

①卒業年次の授業日数の4分の3以上出席している

こと

②所定の授業科目に合格していること

③期日までに学費等の全額を納入していること

生徒指導

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

当日中に担任から電話・Eメール等で連絡する

ことを基本とし、数日続いた時点で保護者に連

絡を行い、状況に応じて自宅（寮）訪問をするな

どを行っている。

■サークル活動：

有

■長期欠席者への指導等の対応

卒業作品展示会、ボランティア活動、体育祭、学園祭

就職等の

状況

■主な就職先、業界等

主な資格・

検定等

柔道整復師

JATI-ATI（JATI認定トレーニング指導者資格）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.neec.ac.jp/

中途退学

の現状

■中途退学者 ■中退率

■中途退学の主な理由

進路変更・経済的理由、精神的障害、病気など

■中退防止のための取組

担任、副担任と科長による面談。懇談会・電話連絡等による保護者との情報共有および学科内会議において教員

間の連絡の強化。学費・奨学金相談の窓口を設けており、カウンセリングルーム等を設け対応している。

■就職率

※１

　　　　：

：

■その他

年度卒業者に関する

平成28年5月1日 時点の情報）

医療法人社団真和会樺島病院

株式会社セラップ

医療法人高山整形外科内科

医療法人社団大空会花園整形外科

町田ひまわり整骨院



種別

①

③

③

画像観察実技

部位別に具体的な外傷の整復・固定・後療法等や治療に至るま

での注意事項を学びます。

松山鍼灸接骨院

包帯1. 2 柔道整復師に必要な包帯の巻き方について学ぶ

ナンバ接骨院

触診実技

部位別に具体的な外傷の整復・固定・後療法等や治療に至るま

での注意事項を学びます。

松山鍼灸接骨院

（２）実習・演習等における企業等との連携内容

現場の意見を取り入れ、各種衛生材料、物理療法機械を活用できるようにしている。

（３）具体的な連携の例

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

柔道整復師養成施設基準に準拠する。臨床現場で実務を行っている先生を招聘する。

（開催日時）

第１回　平成28年3月3日　14：00～15：30

第２回　平成28年8月1日　11：00～12：30

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

積極的な意見交換をし現場で戦力となる教育を出来るようにしている。

渕川　達也 日本工学院八王子専門学校　教育･学生支援

平成28年4月1日～平成29年3月31日

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。

　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、

　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）

　　　②学会や学術機関等の有識者

　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回開催（3月、9月）

有山　敦士 日本工学院八王子専門学校　主任

平成28年4月1日～平成29年3月31日

名　前 所　　　属 任期

中山　敬二 日本工学院八王子専門学校　カレッジ長

平成28年4月1日～平成29年3月31日

九原　慎介 一般社団法人　日本姿勢教育協会

平成28年4月1日～平成29年3月31日

藤田　明 (有)フジタグループ

平成28年4月1日～平成29年3月31日

山野　大星 日本工学院八王子専門学校　副校長

平成28年4月1日～平成29年3月31日

田尻　賢 （株）ファストサービス

平成28年4月1日～平成29年3月31日

平成28年4月1日現在

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課

程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本

方針

厚生労働省による柔道整復師養成施設基準に準拠しより良い医療人を輩出できるような授業の実施を心がける。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け

　教育課程編成委員会は、学校長を委員長とし、副校長、学科責任者、教育・学生支援部員、学科から委嘱された業界団

体及び企業関係者から各３名以上を委員として構成する。

本委員会は、産学連携による学科カリキュラム、本学生に対する講義科目および演習、実習、インターンシップおよび学内

または学外研修、進級・卒業審査等に関する事項、自己点検・評価に関する事項、その他、企業・業界団体等が必要とす

る教育内容について審議する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

本澤　光則 日本工学院八王子専門学校　科長

平成28年4月1日～平成29年3月31日



教員からの一方向的な講義で知識を覚えるのではなく、学生たちが主体的に参加、仲間と深く考えながら課題を解決する

力を養うのを目的したグループワークなどを実施した方が良いと意見を受け、教員研修の実施や実習など今後の学生指

導、カリキュラムの設定に反映させる。

（１０）社会貢献・地域貢献 (36)社会貢献・地域貢献（37）ボランティア活動

（１１）国際交流

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

（７）学生の受入れ募集 (25)学生募集活動(26)入学選考(27)学納金

（８）財務 (28)財務基盤(29)予算・収支計画(30)監査(31)財務情報の公開

（９）法令等の遵守

(32)関連法令、設置基準等の遵守（33）個人情報保護(34)学校評価(35)教育情報の公開

（４）学修成果 (13)就職率(14)資格・免許の取得率(15)卒業生の社会的評価

（５）学生支援

(16)就職等進路(17)中途退学への対応(18)学生相談(19)学生生活(20)保護者との連携(21)卒業生・社会人

（６）教育環境 (22)施設・設備等(23)学外実習・インターンシップ等(24)防災・安全管理

（１）教育理念・目標 (1)理念・目的・育成人材像

（２）学校運営

(2)運営方針(3)事業計画(4)運営組織(5)人事・給与制度(6)意思決定システム(7)情報システム

（３）教育活動

(8)目標の設定(9)教育方法・評価等(10)成績評価・単位認定等(11)資格・免許取得の指導体制(12)教員・教員組織

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。

また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

専修学校における学校評価ガイドラインに沿っておこなうことを基本とし、自己評価の評価結果について、学校外の関係者

による評価を行い、客観性や透明性を高める。

学校関係者評価委員会として卒業生や地域住民、高等学校教諭、専攻分野の関係団体の関係者等で学校関係者評価委

員会を設置し、当該専攻分野における関係団体においては、実務に関する知見を生かして、教育目標や教育環境等につ

いて評価し、その評価結果を次年度の教育活動の改善の参考とし学校全体の専門性や指導力向上を図る。また、学校関

係者への理解促進や連携協力により学校評価による改善策などを通じ、学校運営の改善の参考とする

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

②指導力の修得・向上のための研修等

平成28年　3月（予定）　仮テーマ『学力不足な学生に対する対応について』（学内予定）

平成28年8月29日・30日　16：00～18：00

付属接骨院にて教員を対象に開催

伊藤超短波　低出力レーザーを使用した治療法の臨床応用

②指導力の修得・向上のための研修等

平成28年8月23日(火)・24日(水)　第25回 全国柔道整復学校協会主催　教員研修会【ホテル日航大阪】

テーマ：『柔道整復が社会に果たす役割』

・アスリートの体調管理に対するチーム医療と整形外科医の展望　(南オレゴン大学　Dr.Hal Townsend)

・学生のやる気を引き出す行動心理　(武庫川女子大学　文学部教育学科　北口　勝也　教授）

（３）研修等の計画

①専攻分野における実務に関する研修等

平成28年11月19日(土)・20日(日)　第25回日本柔道整復接骨医学学術大会　発表・参加【仙台国際センター】

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

講義と実習、演習の精度を高めるため、学科関連企業の協力のもと、企業等連携研修に関する規定における目的に沿い、

学科の内容や教員のスキルに合わせた最新の技術力と技能、人間力を修得する。また、学校全体の教員研修を実施する

ことにより、学生指導力の向上を図り、次年度へのカリキュラムや学科運営に反映させる。

（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等



URL:　http://www.neec.ac.jp/announcement/17332/

（１０）国際連携の状況

（１１）その他

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

（７）学生納付金・修学支援 学生生活、学納金

（８）学校の財務 財務基盤、資金収支計算書、事業活動収支計算書

（９）学校評価 学校評価、平成27年度の項目別の自己評価表

（４）キャリア教育・実践的職業教育 就職等進路、学外実習・インターンシップ等

（５）様々な教育活動・教育環境 施設・設備等

（６）学生の生活支援 中途退学への対応、学生相談

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の現況、教育理念・目的・育成人材像、事業計画

（２）各学科等の教育 目標の設定、教育方法・評価等、教員名簿

（３）教職員 教員・教員組織

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況

に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

教育目標や教育活動の計画、実績等について、企業や学生とその保護者に対し、必要な情報を提供して十分な説明を行

うことにより、学校の指導方針や課題への対応方策等に関し、企業と教職員と学生や保護者との共通理解が深まり、学校

が抱える課題・問題等に関する事項についても信頼関係を強めることにつながる。

　また、私立学校の定めに基づき「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」「事業報告書」「監事による監査報告」の情報公

開を実施している。公開に関する事務は、法人経理部において取扱い、「学校法人片柳学園　財務情報に関する書類閲覧

内規」に基づいた運用を実施している。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

　（例）企業等委員、PTA、卒業生、校長等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）　平成28年9月12日

URL:　http://www.neec.ac.jp/announcement/17332/

名　前 所　　　属 任期 種別

森　健介

順天堂大学　非常勤講師

（元白梅学園高等学校副校長）

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

学校関連

金子　英明

日本工学院八王子専門学校　校友会会長

（ｾﾝﾄﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

卒業生／ＩＴ企業等委員

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

平成28年4月1日現在

細谷　幸男

八王子商工会議所

事務局長

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

地域関連

北尾　雄一郎

ジェムドロップ株式会社

代表取締役

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
クリエイターズ企業等委員

今泉　裕人

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会

事務局長

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
ミュージック企業等委員

石川　仁嗣

医療法人社団　健心会

みなみ野ハートクリニック　事務長

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
医療企業等委員

榊原　直哉

八王子市私立保育園協会

（藤井保育園副園長）

平成28年7月1日～

平成29年3月31日（9ヵ月）

 
医療・保育団体等委員

古木　勝紀

株式会社バンパー

取締役

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
デザイン企業等委員

一瀬　康剛

株式会社アトム精密

代表取締役

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
テクノロジー企業等委員

長畑　芳仁

NPO法人日本ストレッチング協会

理事長

平成28年4月1日～

平成29年3月31日（１年）

 
スポーツ企業等委員
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択

必

修

自

由

選

択

講

　

　

義

演

　

　

習

実

験

・

実

習

・

実

技

校

　

　

内

校

　

　

外

専

　

　

任

兼

　

　

任

○

栄養学1

生涯を通じた健康的な食生活の送り方や生活

習慣病予防のための栄養摂取について学びま

す。

1

前

15 1 ○ ○ ○

○

栄養学2

生涯を通じた健康的な食生活の送り方や生活

習慣病予防のための栄養摂取について学びま

す。

1

後

15 1 ○ ○ ○

○

経営管理１ 経営管理に必要な税務の基礎を学びます。

1

前

15 1 ○ ○ ○

○

経営管理2 経営管理に必要な税務の基礎を学びます。

1

後

15 1 ○ ○ ○

○

手話１ 日本手話実技とろう文化を学びます。

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

手話2 日本手話実技とろう文化を学びます。

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

スポーツ１

1

前

30 1 ○ ○ ○

○

スポーツ２

1

後

30 1 ○ ○ ○

○

解剖学１

1

前

60 4 ○ ○ ○

○

解剖学２

1

後

60 4 ○ ○ ○

○

生理学１

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

生理学２

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

病理学１（総

論）

疾病の成り立ちを学びます。

1

後

15 1 ○ ○ ○

○

医学史 主に予防医学の歩みについて学びます。

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

医療関係法規

柔道整復師法とその他の医療関係法規につい

て学びます。

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

柔道１

1

前

30 1 ○ ○ ○

○

柔道２

1

後

30 1 ○ ○ ○

各種スポーツから健康と運動の必要性につい

て基礎的な分野を学びます。

人体のしくみと成り立ちを学ぶ学問であり、

疾病の原因またはその治療にあたる人には欠

かすことのできない学問です。各器官を系統

立てて学びます。

人体の生命活動に必要な細胞等の役割を理解

し人体の基礎的生理学を学びます。

柔道を通じ礼法を学びまた基礎体力を養いま

す。

授業科目等の概要

（医療専門課程　柔道整復科）　平成28年度

分類

授業科目名 授業科目概要

配

当

年

次

・

学

期

授

　

業

　

時

　

数

単

 

位

 

数

授業方法 場所 教員

企

業

等

と

の

連

携



○

運動器・頭部

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

運動器・体幹

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

運動器・上肢

１

前

30 2 ○ ○ ○

○

運動器・下肢

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

施術総論

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

骨折総論

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

脱臼総論

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

軟部組織損傷

総論

部位別の具体的な外傷の成り立ちや施術方法

について学びます。

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

包帯１

1

前

30 1 ○ ○ ○ ○

○

包帯２

1

後

30 1 ○ ○ ○ ○

○

業務用語１

1

前

15 1 ○ ○ ○

○

業務用語２

1

後

15 1 ○ ○ ○

○

固定方法 患部を固定する様々な手段を学びます。

1

前

15 1 ○ ○ ○

○

施設見学１

様々な施設を訪問し社会人として見分を広め

ます。

1

後

15 1 ○ ○ ○

○

ほねと筋肉１

1

前

30 2 ○ ○ ○

○

ほねと筋肉２

1

後

30 2 ○ ○ ○

○

生理学３

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

生理学４

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

解剖学３

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

解剖学４

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

病理学２（概

論）

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

病理学３（概

論）

2

後

30 2 ○ ○ ○

人体各器官の存在場所や特徴を学び解剖学を

統括します。

炎症や腫瘍等の基礎知識を学びます。

各外傷に対応する柔道整復術の基礎を学びま

す。

柔道整復師に必要な包帯の巻き方について学

びます。

業務上必要な各用語について学びます。

体の各部位について幼児や老人にも理解しや

すく説明できる知識を学びます。

人体の生理的活動を具体的に学び理解を深め

ます。

外傷を学ぶ上で欠かすことのできない運動器

の基礎について学びます。



○

公衆衛生学１

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

公衆衛生学２

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

柔道３

2

前

30 1 ○ ○ ○

○

柔道４

2

後

30 1 ○ ○ ○

○

骨折理論（上

肢）

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

骨折理論（下

肢）

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

脱臼理論（上

肢）

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

軟部組織損傷

各論

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

物理療法理論

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

後療法理論

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

施術概論１

健康に生活する上で必要な知識と情報を学び

ます。

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

施術概論２

生活環境について学び、保健衛生行政機関の

仕組みを理解します。

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

骨折実技（上

肢１）

2

後

30 1 ○ ○ ○

○

骨折実技（下

肢１）

2

前

30 1 ○ ○ ○

○

脱臼実技（上

肢）

2

後

30 1 ○ ○ ○

○

軟部組織損傷

実技

2

前

30 1 ○ ○ ○

○

触診実技

2

前

30 1 ○ ○ ○ ○

○

物理療法実技

2

後

30 1 ○ ○ ○

○

画像観察実技

2

後

30 1 ○ ○ ○ ○

○

後療法実技

2

前

30 1 ○ ○ ○

○

施設見学２

様々な施設を訪問し社会人として見分を広め

ます。

2

後

15 1 ○ ○ ○

部位別に具体的な外傷の整復・固定・後療法

等や治療に至るまでの注意事項を学びます。

健康に生活する上で必要な知識と情報を学び

ます。

投げ技、抑え技について形を中心に学びま

す。

部位別の具体的な外傷の成り立ちや施術方法

について学びます。



○

ケガの手当１

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

ケガの手当２

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

運動処方１

2

前

30 2 ○ ○ ○

○

運動処方２

2

後

30 2 ○ ○ ○

○

からだのしく

み１

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

からだのしく

み２

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

生理学５

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

生理学６

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

運動学１

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

運動学２

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

病理学４（各

論）

各疾病の特徴を学びます。

3

前

15 1 ○ ○ ○

○

整形外科学１

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

整形外科学２

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

外科学概論１

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

外科学概論２

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

公衆衛生学３

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

公衆衛生学４

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

柔道５

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

柔道６

3

後

15 0 ○ ○ ○

○

施術概論３

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

施術概論４

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

テーピング固

定法

部位別に具体的な固定方法を学びます。

3

後

15 1 ○ ○ ○

部位別に具体的な外傷の成り立ちや治療方法

を学びます。

基礎力学や身体の動きや歩行のメカニズムを

学びます。

整形外科治療の基礎知識や代表的治療方法を

学びます。

外科的治療の基礎と具体的方法を学びます。

生活環境について学び、保健衛生行政機関の

仕組みを理解します。

柔道整復師として必要な柔道の技術・知識を

習得します。

軽症の応急手当についての知識を学びます。

健康と運動の必要性について応用的な分野を

学びます。

体の働きについての概要を学びます。

生理学を統括し理解を深めます。



○

骨 折 整 復 学

（上肢）

上肢の骨折を統括します。

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

骨 折 整 復 学

（下肢）

下肢の骨折を統括します。

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

脱 臼 整 復 学

（上肢）

上肢の脱臼を統括します。

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

脱 臼 整 復 学

（下肢）

下肢の脱臼を統括します。

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

機能訓練１

3

前

30 2 ○ ○ ○

○

機能訓練２

3

後

30 2 ○ ○ ○

○

骨折実技（上

肢２）

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

骨折実技（下

肢２）

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

脱臼実技（下

肢）

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

徒手検査法実

技

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

ギプス固定実

技

3

前

30 1 ○ ○ ○

○

臨床演習・実

習

指導柔道整復師のもとで、接骨院における施

術の流れを実習します。

3

前

45 1 ○ ○ ○

○

施設見学３

3

前

15 1 ○ ○ ○

○

施設見学４

3

後

15 1 ○ ○ ○

○

特別ゼミ

柔道整復師国家試験合格のための特別講義を

実施します。

3

後

60 4 ○ ○ ○

97　科目

機能訓練指導員として必要な知識を学びま

す。

部位別に具体的な外傷の整復・固定や治療に

至るまでの注意事項を学びます。

様々な施設を訪問し社会人として見分を広め

ます。

2715　単位時間(  156単位)

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合

  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業時に必修科目2715時間(156単位)取得ること

１学年の学期区分 2　期

１学期の授業期間 15　週

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計


